
奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年５月２９日

奈良県公安委員会

委員長 山 口 昌 紀

奈良県公安委員会規則第６号

奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

奈良県道路交通法施行細則（昭和４８年１２月奈良県公安委員会規則第１４号）の一

部を次のように改正する。

第２条中第２６号を第２７号とし、第９号から第２５号までを１号ずつ繰り下げ、同

条第８号中「第１０７条の５第４項」を「第１０７条の５第５項」に改め、同号を同条

第９号とし、同条中第７号を第８号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、

第２号の次に次のように加える。

法第９７条の２第１項第３号イ及び第１０１条の４第２項の認知機能検査の申請(３)

第２５条の２の次に次の１条を加える。

（認知機能検査の申請等）

法第９７条の２第１項第３号イ及び第１０１条の４第２項の規定による第２５条の３

認知機能検査を受けようとする者は、講習予備検査受検申請書（別記様式第１９号の

２）を公安委員会に提出しなければならない。

２ 公安委員会は、前項の認知機能検査の結果について、講習予備検査結果通知書（別

記様式第１９号の３）を交付するものとする。

第２６条中「第１０２条第３項」を「第１０２条第６項」に改める。

第２６条の２「第９０条第６項」を「第９０条第８項」に、「第１０３条第５項」を

「第１０３条第６項」に改める。

第２７条中「第２９条の３第１項」を「第２９条の３第２項」に改める。

第３３条第２項中「（別記様式第１３号の２）」を「（別記様式第１３号の４）」に

改める。

別記様式第１３号の４中「第７４条の２第６項」を「第７４条の３第６項」に改める。

別記様式第１９号の次に次の２様式を加える。



（第２５条の３関係）別記様式第１９号の２

講習予備検査受検申請書

年 月 日

奈良県公安委員会 殿

私は、講習予備検査を受けたいので、申請します。

申 住 所

請

氏 名

者

生年月日 年 月 日（ 歳）

受 検 場 所

検 査 手 数 料

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。



（第２５条の３関係）別記様式第１９号の３

（その１）

講習予備検査結果通知書

氏 名

生 年 月 日

検 査 場 所

総合点 点

（Ａ 点）

（Ｂ 点）

（Ｃ 点）

記憶力・判断力が低くなっています。

記憶力・判断力が低くなっています。

記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反をしたり進路変更

の合図が遅れる傾向がみられますので、今後の運転について十分注意するととも

に、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。

また、あなたが検査前の一定期間内に特定の違反行為をしていたり、検査後に

特定の違反行為をした場合は、臨時適性検査（専門医による診断）を受けていた

だくお知らせが公安委員会（警察）からあります。

この臨時適性検査の結果、認知症であることが判明したときは、運転免許の取

消し、停止といった行政処分の対象となります。

※ 総合点によって次のように判定がなされています。

36点以上 記憶力・判断力が低くなっています。

０点超36点未満 記憶力・判断力が少し低くなっています。

０点以下 記憶力・判断力に心配ありません。

高齢者講習は講習予備検査の結果に基づいて実施されますので、高齢者講習を

受講する際には、この書面を必ず持参してください。

年 月 日

奈良県公安委員会 印



（その２）

講習予備検査結果通知書

氏 名

生 年 月 日

検 査 場 所

総合点 点

（Ａ 点）

（Ｂ 点）

（Ｃ 点）

記憶力・判断力が少し低くなっています。

記憶力・判断力が少し低くなっています。

記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反をしたり進路変更

の合図が遅れる傾向がみられます。

そのため、自動車を運転するときは、

・ 信号をしっかり確認する習慣をつけ、常に信号機の存在を意識しながら運

転するようにすること。

・ 交差点を通行する際は、必ず安全を確認し、一時停止標識がある場合に

は、停止線の手前で一時停止すること。

・ 進路変更をする際は、早めに合図を出すようにして、後ろと横の安全の確

認を必ず行うこと。

などに注意して、安全運転を心がけてください。

※ 総合点によって次のように判定がなされています。

36点以上 記憶力・判断力が低くなっています。

０点超36点未満 記憶力・判断力が少し低くなっています。

０点以下 記憶力・判断力に心配ありません。

高齢者講習は講習予備検査の結果に基づいて実施されますので、高齢者講習を

受講する際には、この書面を必ず持参してください。

年 月 日

奈良県公安委員会 印



（その３）

講習予備検査結果通知書

氏 名

生 年 月 日

検 査 場 所

総合点 点

（Ａ 点）

（Ｂ 点）

（Ｃ 点）

記憶力・判断力に心配ありません。

記憶力・判断力に心配ありませんが、これから受けていただく高齢者講習にお

いて指導されることに注意して、これからも安全運転に心がけてください。

また、個人差はありますが、加齢により身体の機能が変化することから、自分

自身の身体の機能の状態を常に自覚して、それに応じた運転をすることが大切で

す。

これからも油断することなく、適度な緊張と慎重さを忘れないようにしましょ

う。

※ 総合点によって次のように判定がなされています。

36点以上 記憶力・判断力が低くなっています。

０点超36点未満 記憶力・判断力が少し低くなっています。

０点以下 記憶力・判断力に心配ありません。

高齢者講習は講習予備検査の結果に基づいて実施されますので、高齢者講習を

受講する際には、この書面を必ず持参してください。

年 月 日

奈良県公安委員会 印



（裏）

講習予備検査の採点方法や判定等について

総合点の計算

総合点は、次の計算式に当てはめて算出しています。

誤った回答が多くなるにつれて総合点が高くなります。

総合点 ＝ 7.731＋0.641×Ａ－0.523×Ｂ－0.315×Ｃ

Ａは、「年」、「月」、「日」、「曜日」、「時刻」が正しく回答されている

かどうかについての点数です。誤った回答をすると点数がつき、総合点に加えら

れます。

Ｂは、記憶した16種類のイラストの名前が正しく回答されているどうかについ

ての点数です。正しく回答すると点数がつき、総合点から引かれます。

Ｃは、時計が正しく描かれているかどうかについての点数です。正しく回答す

ると点数がつき、総合点から引かれます。

総合点による判定

判定の基準となる点数（０点や36点）は、講習予備検査の結果と認知症専門医

による診断結果との関係を統計的に分析して定められたものです。

講習予備検査は、認知症の診断を行うものではなく、高齢者講習を実施するた

めに、記憶力、判断力の状況を確認するものです。したがって、総合点が36点以

上であったとしても、直ちに認知症であることを示すものではありません。ま

た、36点未満であったとしても、必ずしも認知症でないことを示すものではあり

ませんので、記憶力、判断力に不安のある方は、お近くの医療機関等で相談され

ることをお勧めします。

記憶力、判断力が低くなっているとされても、免許証の更新をすることはでき

ますし、直ちに免許が取り消されるわけではありません。ただし、この場合にお

いて、一定の期間に信号無視や一時不停止などの特定の交通違反があるときは、

公安委員会（警察）から連絡があり、専門医の診断を受けることになります。認

知症と診断された場合は、免許の取消し、停止といった行政処分の対象となりま

す。

今回の検査の結果について、御質問のある方は、講習予備検査を受検したとこ

ろ又は奈良県警察本部交通部運転免許課までお問い合わせください。



第１項「
別記様式第２０号中「第１０２条第１項」を 第１０２条 に改め、同様式備

」第４項

考を次のように改める。

備考 １ 適性検査を受けない場合の「運転免許の拒否又は臨時適性検査通知（運転

免許の保留）」については、やむを得ない理由のため適性検査を受けなかっ

たと認められる場合には「臨時適性検査の通知（運転免許の保留）」、その

他の場合には「運転免許の拒否」の処分を受けることとなることを意味しま

す。

２ 上記期日までに、上記理由とされる事由に係るあなたの主治の医師が作成

した診断書（道路交通法第９０条第１項第１号から第２号までに該当する者

でないと認められるかどうかに関する医師の意見が記載されているものに限

る。）を提出した場合は、適性検査を受ける必要はありません。

「 第１項 「 第２項 第３項
別記様式第２０号の２中 第１０２条 を 第１０２条 に改

第２項」 第４項 第５項」

め、同様式備考を次のように改める。

備考 １ 運転免許を受けた方がやむを得ない理由のため適性検査を受けなかったと

認められる場合には、運転免許の取消し又は停止の処分を受けることはあり

ません。

２ 上記期日までに、上記理由とされる事由に係るあなたの主治の医師が作成

した診断書（道路交通法第１０３条第１項第１号から第３号までに該当しな

いと認められるかどうかに関する医師の意見が記載されているものに限る。

）を提出した場合は、適性検査を受ける必要はありません。

別記様式第２０号の３中「第１０２条第１項」を「第１０２条第４項」に改め、同様

式に備考として次のように加える。

備考 上記期日までに、上記理由とされる事由に係るあなたの主治の医師が作成した

診断書（道路交通法第９０条第１項第１号から第２号までに該当する者でないと

認められるかどうかに関する医師の意見が記載されているものに限る。）を提出

した場合は、適性検査を受ける必要はありません。



「 第１項 「 第４項
別記様式第２０号の４中 第１０２条 を 第１０２条 に、「第３７

第２項」 第５項」

条の７第１号」を「第３７条の７第２項第１号」に改め、同様式備考２中「第３７条の

７第１項」を「第３７条の７第２項第１号」に改め、同様式備考に次のように加える。

３ 上記期日までに、上記理由とされる事由に係るあなたの主治の医師が作成

した診断書（道路交通法第１０３条第１項第１号から第３号までに該当しな

いと認められるかどうかに関する医師の意見が記載されているものに限る。

）を提出した場合は、適性検査を受ける必要はありません。

「第９０条第６項 「第９０
別記様式第２０号の５及び別記様式第２０号の６中 を

第１０第１０３条第５項」

条 第 ８ 項
に改める。

３条第６項」

別記様式第２１号中「第２９条の３第１項」を「第２９条の３第２項」に改める。

附 則

この規則は、平成２１年６月１日から施行する。
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